
有床診療所について

（参考資料）



0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

80 000 

90 000 

100 000 

1987

昭和62年

'90

平成2

'93

5

'96

8

'99

11

2002

14

'05

17

'07

19

有床一般診療所（再掲）

歯科診療所

無床一般診療所（再掲）

一般診療所

99,532

87,133

67,798

12,399

8,862

病院

有床診療所数の年次推移

1

出典：厚生労働省大臣官房統計情報部「平成19年度医療施設動態調査」



有床診療所の現況

無床診療所

88,485施設

有床診療所

（療養病床なし）

9,638施設

有床診療所

（療養病床あり）

1,648施設

12% 88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有床診療所の

病床構成

（計 143,832床）

有床診療所の

療養病床数

（16,752床）

有床診療所の

一般病床数

（127,080床）

計11,286施設（11％）

出典：医療施設動態調査（平成２１年７月末概数）

１～９床

4,538施設

(37%)１０～１９床

7,861施設

(63%)

有床診療所の一般病床の

病床規模（計12,399施設）

１～９床

934施設

(49%)

１０～１９床

953施設

(51%)

有床診療所の療養病床の

病床規模（計1,887施設）
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病院の一般病床 病院の療養病床

人員配置 構造設備 人員配置 構造設備

医療法
（人員配置は標
準、構造設備は
最低基準）

○医師 16:1
○看護職員 3:1
○薬剤師 70:1

○必置施設
・各科専門の診察室
・手術室・処置室
・臨床検査施設

・Ｘ線装置 等

○病床 6.4㎡／床以上※５

○医師 48:1

○看護職員 4:1※１

○看護補助者 4:1※１

○薬剤師 150:1

○一般病床の必置施設に加え

・機能訓練施設

・談話室

・食堂

・浴室

○病床 6.4㎡／床以上※２

診療報酬
（入院基本料の施
設基準）

□看護職員 7:1  （看護師70%以上）
準7:1, 10:1, 13:1  （同70%以上）

15:1  （同40%以上）

□7:1の場合の医師要件：
当該病棟の入院患者数の10％以
上の常勤医師

―

□看護職員 25:1以上

□看護補助者 25:1以上

（但し、医療区分２・３が８割以上
であれば 看護職員・看護補助者
ともに20:1以上）

―

※３ 療養病床に勤務する職員数を含めない。

※４ 療養病床に勤務する職員数。実質配置30:1に相当。

※１ H24.3.31までは 6:1で可（経過措置）

（外部委託する場合を除く）

※５ 既設（H13.3.1時点）の場合、一人部屋6.3㎡／床以上、二人部屋～4.3㎡／床以上

※２ 既設（H13.3.31時点）の場合、6.0㎡／床以上

病院・診療所の施設基準
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診療所の一般病床 診療所の療養病床

人員配置 構造設備 人員配置 構造設備

医療法
（人員配置は標準、
構造設備は最低
基準）

―
●病床
一人部屋 6.3㎡／床以上
二人部屋～ 4.3㎡／床以上

●医師 １人

●看護職員 4:1※１

●看護補助者 4:1※１

（当面の間、看護職員・看護
補助者 あわせて 2:1で可）

●必置施設

・機能訓練施設

・談話室

・食堂

・浴室

●病床 6.4㎡／床以上※２

診療報酬
（入院基本料の施
設基準）

■有床診療所入院基本料１の場合

看護職員５人以上※３

■有床診療所入院基本料２の場合

看護職員１人以上５人未満※３

―

■看護職員 6:1以上※４

■看護補助者 6:1以上※４

（但し、医療区分２・３が８割以上
であれば 看護職員・看護補助者
ともに4:1以上）

―

（参考）



有床診療所に対する診療報酬上の評価
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有床診療所入院基本料１ 有床診療所入院基本料２
有床診療所

療養病床入院基本料

病床種別 一般 療養

点数

7日以内 810点
8日以上14日以内 660点
15日以上30日以内 490点
31日以上 450点

7日以内 640点
8日以上14日以内 480点
15日以上30日以内 320点
31日以上 280点

Ａ 975点
Ｂ 871点
Ｃ 764点
Ｄ 602点
Ｅ 520点

包括範囲 出来高
検査・投薬・注射・病理
診断・一部の画像診断
及び処置包括

看護職員 ５以上 １以上５未満 ６対１※４

看護補助者 ― ６対１※４

夜勤 看護要員１以上※３ ―

届出施設数※１ 8,022施設 1,247施設

届出病床数※１ 102,064床 10,443床

算定回数※２ 1,004,742回 124,892回 214,856回

※２： 社会医療診療行為別調査（平成21年6月審査分）※１： 平成20年7月時点

※４： 実質配置30：1相当。医療区分２・３の患者が８割を超える病棟は、看護職員４：１、看護補助者４：１（実質配置20：1相当）。

※３： 夜間看護配置加算１の場合



主たる診療科別の有床診療所数

内科・

呼吸器科・

消化器科・

循環器科・

神経内科

46%

小児科・小児外科
1%

外科
13%

整形外科
13%

脳神経外科
2%

産科・

婦人科・

産婦人科
17%

耳鼻いんこう科
2%

泌尿器科
2%

眼科
1%

皮膚科
1%

有床診療所
(n=13,477)

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・神経内科

小児科・小児外科

神経内科

精神科・神経科等

リウマチ科

外科

整形外科

脳神経外科

産科・婦人科・産婦人科

耳鼻いんこう科

泌尿器科

こう門科

眼科

皮膚科

歯科

その他
6

出典：医療施設動態調査（平成１７年度）



出典：社会医療診療行為別調査（平成21年6月審査分）

27.4%

18.9%

20.8%

49.2%

22.6%

16.8%

22.1%

24.2%

67.8%

90.0%

57.1%

12.5%

12.5%
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13.4%
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17.5%

7.4%

15.3%
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11.9%

12.1%
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1.8%
6.3%

9.8%

46.2%

56.1%

55.0%

37.1%

50.8%

48.6%

55.3%

51.5%

7.2%

21.4%

70.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

内科

精神科又は神経科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

その他

診療科別日数区分ごとの有床診療所入院基本料算定回数の割合

７日以内 ８日以上１４日以内 １５日以上３０日以内 ３１日以上
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総数

内科

精神科又は神経科

小児科

外科

整形外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

その他

有床診療所入院診療科別１日あたり点数

初 ・ 再 診

医 学 管 理 等

在 宅 医 療

検 査

画 像 診 断

投 薬

注 射

リハビリテーション

精神科専門療法

処 置

手 術

麻 酔

放 射 線 治 療

病 理 診 断

入 院 料 等

○有床診療所の入院における１日当たり点数を比較すると、眼科・耳鼻科が高く、
特に眼科においては７，１０６点／日と、非常に高くなっている。

8

有床診療所入院診療科別大分類別点数

出典：社会医療診療行為別調査（平成21年6月審査分）
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Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

内科（33施設）

小児科（2施設）

精神科（1施設）

外科（9施設）

整形外科（9施設）

産婦人科（18施設）

眼科（9施設）

耳鼻咽喉科（1施設）

皮膚科（1施設）

平成21年度医療経済実態調査

主たる診療科別の有床診療所の損益状況
（千円）
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平成21年度医療経済実態調査

病院及び有床診療所の損益状況

222,597 

7,177 

238,165 

-8,391 

24,806 
602 

23,555 
1,853 

-50,000 
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50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

一般病院全体<集計２>

（790施設、平均190病床）

入院診療収益ありの

診療所<集計２>

（89施設）

（千円）

10備考： 「集計２」･･･調査に回答した全ての医療機関等の集計（有効回答施設の集計）



平成21年度医療経済実態調査

無床診療所及び有床診療所の損益状況

8,746 

131 

7,646 

1,230 

24,806 

602 

23,555 

1,853 
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Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

入院診療収益なしの

診療所全体<集計２>

（958施設）

入院診療収益ありの

診療所全体<集計２>

（89施設）

（千円）

11備考： 「集計２」･･･調査に回答した全ての医療機関等の集計（有効回答施設の集計）



診療所の医療療養病床の入退院の状況

自宅

50%

自宅

36%

特養・老健等

11%

特養・老健等

5%

他院

9%

他院

23%

自院

12%

自院

30%

死亡退院
14%

不明

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

退院（転床）先

入院（転床）元

出典：厚生労働省保険局医療課「平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」（平成21年3月の施設特性調査データ）

注）「他院」には、同一法人内の他医療機関を含む。
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診療所の療養病床における救急患者の受入状況

医療区分1
(n=371)

医療区分2
(n=375)

医療区分3
(n=51)

合 計
(n=797)

救急車による救急受入れ患者 13 3.5% 9 2.4% 2 3.9% 24 3.0%

上記以外の救急受入れ患者 21 5.7% 22 5.9% 3 5.9% 46 5.8%

救急受入れ患者ではない 324 87.3% 328 87.5% 43 84.3% 695 87.2%

無回答 13 3.5% 16 4.3% 3 5.9% 32 4.0%

全 体 371 100.0% 375 100.0% 51 100.0% 797 100.0%

3.0%
5.8%

診療所

（n=797）

救急車による救急受入れ患者

上記以外の救急受入れ患者

救急受入れ患者ではない

無回答

出典：厚生労働省保険局医療課「平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」（平成21年3月のデータ）
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